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道路運送法第５章(自家用自動車の使用)及び第６章(雑則)に規定する 

申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針 

 

 

 

 標記については、平成１４年１月３１日付け、国自旅第１６５号の３により取

り扱ってきたところであるが、今般の道路運送法（以下「法」という。）の一部

改正により、自家用自動車の共同使用の許可、借受人を自動車の使用者とする有

償貸渡しの許可等については、国土交通大臣の許可にかからしめなくなったこ

とから、前記通達を廃止し、今後は下記により取り扱うものとする。 

 なお、自家用自動車の有償貸渡し（リース）を業とするものの取扱について、

平成８年２月９日付け自旅第１２号は廃止する。 



記 

 

１．自家用自動車の有償運送の許可(法第７８条第３号) 

（１）公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域又は期間を限

定して運送の用に供するものであると認められること。 

（２）輸送の安全及び利用者保護の観点から問題のない運送形態であること。 

 

２．自家用自動車の有償運送の登録(法第７９条) 

（１）交通空白地有償運送については、令和２年１１月２７日付け国自旅第３１

６号に定める処理方針による。 

（２）福祉有償運送については、令和２年１１月２７日付け国自旅第３１７号に

定める処理方針による。 

（３）国家戦略特別区域法第１６条の２の２に定める自家用有償観光旅客等運

送については、平成２９年１２月７日付け国自旅第２１５号の２に定める

処理方針による。 

 

３．自家用自動車の貸渡しの許可(法第８０条第１項) 

貸渡し人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しについては、

平成７年６月１３日付け自旅第１３８号に定める審査基準による。 

 

４．貨物自動車運送事業者に対する有償旅客運送の許可(法第８３条) 

（１）公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であると認められること。 

（２）輸送の安全及び利用者保護の観点から問題のない運送形態であること。 

 

５．標準処理期間 

 いずれも一ケ月とする。ただし別に定めがある場合はこの限りでない。 

 

附 則（平成２９年１２月７日国自旅第２１５号の５） 

１ 本処理方針は、平成２９年１２月７日以降に申請を受け付けるものから適

用するものとする。 

附 則（令和２年１１月２７日国自旅第３１５号） 

１ 本処理方針は、令和２年１１月２７日以降に申請を受け付けるものから適

用するものとする。 



附 則（令和３年７月３０日国自旅第１４７号） 

１ 本処理方針は、令和３年８月１日以降に申請を受け付けるものから適用す

るものとする。 


